
JP 2017-199067 A 2017.11.2

10

(57)【要約】
【課題】水滴等による誤動作の発生およびアクティブペ
ンの操作性の低下を防止すること。
【解決手段】電子機器１は、情報を表示する表示部４と
、表示部４の表示を透過し、表面から所定距離離れた指
示体によって指示された座標を検出する静電容量方式の
タッチパネル層２と、タッチパネル層２を保護し、表示
部４の表示を透過するガラスと、ガラスの歪みを検出す
る押圧センサ３と、タッチパネル層２により検出された
座標を有効または無効にする制御部６と、を有する。制
御部６は、指示体がアクティブペンである場合、タッチ
パネル層２により検出された座標を有効にし、指示体が
アクティブペン以外である場合、押圧センサ３により所
定量の歪みが検出されたときに、タッチパネル層２によ
り最も新しく検出された座標を有効にする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体内に配置され、所定の情報を表示する表示部と、
　前記表示部の表示を透過するとともに、表面から所定距離離れた指示体によって指示さ
れた座標を検出する静電容量方式のタッチパネル部と、
　前記タッチパネル部を保護するとともに、前記表示部の表示を透過する透明部材と、
　前記透明部材の歪みを検出する押圧検出部と、
　前記タッチパネル部により検出された座標を有効または無効にする制御部と、を有する
電子機器であって、
　前記制御部は、
　前記指示体がアクティブペンである場合、前記タッチパネル部により検出された座標を
有効にし、
　前記指示体がアクティブペン以外である場合、前記押圧検出部により所定量の歪みが検
出されたときに、前記タッチパネル部により最も新しく検出された座標を有効にする、
　電子機器。
【請求項２】
　前記制御部は、
　アクティブペン以外によって指示された第１の座標を有効にしてから前記第１の座標の
リリースを検出するまでに、新たにアクティブペンによって指示された第２の座標が検出
された場合、前記第１の座標を無効にし、前記第２の座標を有効にする、
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記制御部は、
　アクティブペンによって指示された第３の座標を有効にした後で、アクティブペン以外
によって指示された第４の座標が検出された場合、前記第３の座標のリリースを検出して
から所定時間以上が経過し、かつ、前記押圧検出部により所定量の歪みが検出されたとき
に、前記第４の座標を有効にする、
　請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　筐体と、
　前記筐体内に配置され、所定の情報を表示する表示部と、
　前記表示部の表示を透過するとともに、表面から所定距離離れた指示体によって指示さ
れた座標を検出する静電容量方式のタッチパネル部と、
　前記タッチパネル部を保護するとともに、前記表示部の表示を透過する透明部材と、
　前記透明部材の歪みを検出する押圧検出部と、
　前記タッチパネル部により検出された座標を有効または無効にする制御部と、を有する
電子機器に利用可能な座標検出方法であって、
　前記指示体がアクティブペンである場合、前記タッチパネル部により検出された座標を
有効にし、
　前記指示体がアクティブペン以外である場合、前記押圧検出部により所定量の歪みが検
出されたときに、前記タッチパネル部により最も新しく検出された座標を有効にする、
　座標検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネルを搭載した電子機器および座標検出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォンやタブレットなど、タッチパネルを搭載した電子機器が普及しているが
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、このような電子機器には、静電容量方式のタッチパネルを備えるものがある。この静電
容量方式のタッチパネルは、その表面に素手の指またはポインティングデバイス（導電率
を有する物体）が直接接触して行われる「タッチ操作」だけでなく、タッチパネル表面に
素手の指が接触することなくその表面から所定の高さにある指で行われる「ホバー操作」
も受け付けることができる。これにより、ユーザは、素手やポインティングデバイスだけ
でなく、手袋をした指でも操作を行うことができる。
【０００３】
　上記ポインティングデバイスとしては、例えば、タッチパネルと通信を行うアクティブ
方式のスタイラスペン（以下、アクティブペンという）が知られている（例えば、特許文
献１参照）。
【０００４】
　しかし、静電容量方式のタッチパネルでは、その表面に水滴等の導電体が付着すると誤
動作が発生するおそれがある。そのため、雨天時に静電容量方式のタッチパネルを使用す
ることは困難であった。
【０００５】
　この問題を解決するため、タッチパネルにおいて複数の座標が検出され、かつ、タッチ
パネルを保護する透明部材の歪みが所定量検出された場合、歪みの検出時を基準とした所
定時間内に最も新しく検出された座標を有効にする技術がある。
【０００６】
　この技術によれば、例えば雨天時などの、タッチパネルに水滴等が続けて付着する状態
において、手および手袋の操作をより確実に実行できるとともに、水滴等の付着を操作で
あるとの誤検出を精度良く防ぐことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１５－２１０６２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記技術においてアクティブペンを使用する場合、アクティブペンによ
る操作の荷重は非常に軽いため、透明部材の歪みが検出されにくく、操作性が低下すると
いう問題がある。
【０００９】
　本発明の目的は、水滴等による誤動作の発生およびアクティブペンの操作性の低下を防
止できる電子機器および座標検出方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の電子機器は、筐体と、前記筐体内に配置され、所定の情報を表示する表示部と
、前記表示部の表示を透過するとともに、表面から所定距離離れた指示体によって指示さ
れた座標を検出する静電容量方式のタッチパネル部と、前記タッチパネル部を保護すると
ともに、前記表示部の表示を透過する透明部材と、前記透明部材の歪みを検出する押圧検
出部と、前記タッチパネル部により検出された座標を有効または無効にする制御部と、を
有する電子機器であって、前記制御部は、前記指示体がアクティブペンである場合、前記
タッチパネル部により検出された座標を有効にし、前記指示体がアクティブペン以外であ
る場合、前記押圧検出部により所定量の歪みが検出されたときに、前記タッチパネル部に
より最も新しく検出された座標を有効にする。
【００１１】
　本発明の座標検出方法は、筐体と、前記筐体内に配置され、所定の情報を表示する表示
部と、前記表示部の表示を透過するとともに、表面から所定距離離れた指示体によって指
示された座標を検出する静電容量方式のタッチパネル部と、前記タッチパネル部を保護す



(4) JP 2017-199067 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

るとともに、前記表示部の表示を透過する透明部材と、前記透明部材の歪みを検出する押
圧検出部と、前記タッチパネル部により検出された座標を有効または無効にする制御部と
、を有する電子機器に利用可能な座標検出方法であって、前記指示体がアクティブペンで
ある場合、前記タッチパネル部により検出された座標を有効にし、前記指示体がアクティ
ブペン以外である場合、前記押圧検出部により所定量の歪みが検出されたときに、前記タ
ッチパネル部により最も新しく検出された座標を有効にする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、水滴等による誤動作の発生およびアクティブペンの操作性の低下を防
止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態に係る電子機器の概略構成の一例を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態に係るタッチパネル層の概略構成の一例を示す図
【図３】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるタッチパネル層と指との位置関係の
一例を示す図
【図４】本発明の実施の形態に係る電子機器の前面の外観の一例を示す斜視図
【図５】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるアイコン表示の一例を示す図
【図６】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるガラス、タッチパネル層、押圧セン
サおよび表示部の配置例１を示す側断面図
【図７】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるガラス、タッチパネル層、押圧セン
サおよび表示部の配置例１の変形例を示す側断面図
【図８】本発明の実施の形態に係る電子機器においてタッチパネル層が水および／または
指を検出したときの座標判定の一例を示す図
【図９】本発明の実施の形態に係る座標の検出状態の遷移例を示す図
【図１０】本発明の実施の形態に係る座標管理テーブルの一例を示す図
【図１１】本発明の実施の形態に係る電子機器の動作例を示すフロー図
【図１２】本発明の実施の形態に係る電子機器の動作の別の例を示すフロー図
【図１３】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるガラス、タッチパネル層、押圧セ
ンサおよび表示部の配置例２を示す図
【図１４】本発明の実施の形態に係る電子機器における押圧センサの配置例を示す図
【図１５】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるガラス、タッチパネル層、押圧セ
ンサおよび表示部の配置例３を示す図
【図１６】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるガラス、タッチパネル層、押圧セ
ンサおよび表示部の配置例４を示す図
【図１７】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるガラス、タッチパネル層、押圧セ
ンサおよび表示部の配置例５を示す図
【図１８】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるガラス、タッチパネル層、押圧セ
ンサおよび表示部の配置例６を示す図
【図１９】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるガラス、タッチパネル層、押圧セ
ンサおよび表示部の配置例７を示す図
【図２０】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるガラス、タッチパネル層、押圧セ
ンサおよび表示部の配置例８を示す図
【図２１】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるガラス、タッチパネル層、押圧セ
ンサおよび表示部の配置例９を示す図
【図２２】本発明の実施の形態に係る電子機器におけるガラス、タッチパネル層、押圧セ
ンサおよび表示部の配置例１０を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
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【００１５】
　まず、図１を参照して、本実施の形態に係る電子機器１の構成について説明する。図１
は、本実施の形態に係る電子機器１の概略構成の一例を示すブロック図である。
【００１６】
　図１において、電子機器１は、タッチパネル層２、押圧センサ３、表示部４、記憶部５
、および制御部６を備える。電子機器１としては、例えば、スマートフォンまたはタブレ
ットなどが挙げられる。
【００１７】
　タッチパネル層２（タッチパネル部の一例）は、表示部４の表示を透過する。また、タ
ッチパネル層２は、静電容量方式を採用したものであり、タッチ操作だけでなく、ホバー
操作も受付可能とする。タッチ操作とは、指示体がタッチパネル表面（タッチパネル層２
の表面）に直に触れて行われる操作をいう。一方、ホバー操作とは、指示体がタッチパネ
ル表面に直に触れずにその表面から所定の距離離れた位置で行われる操作をいう。ホバー
操作の一例は、手袋をした指でタッチパネル表面を触れる操作が挙げられる。タッチパネ
ル表面とは、タッチパネル層２においてユーザの操作を受け付ける面をいう。
【００１８】
　指示体は、例えば、人間の指（例えば、素手、手袋をした指）、または、導電率を有す
る物体（例えば、スタイラスペン）などが挙げられる。スタイラスペンとしては、例えば
、アクティブペン（デジタイザともいう）、パッシブペンが挙げられる。
【００１９】
　アクティブペンは、静電式、電磁誘導式、または光学式のいずれであってもよい。また
、アクティブペンは、タッチパネル層２と直接通信するものでもよいし、タッチパネル層
２とBluetooth（登録商標）接続するものでもよい。また、アクティブペンは、筆圧対応
のものでもよいし、筆圧非対応のものでもよい。また、アクティブペンは、ホバー操作対
応のものでもよいし、ホバー操作非対応のものでもよい。また、アクティブペンは、電池
式でもよいし、充電式でもよいし、電池不要のものでもよい。
【００２０】
　また、アクティブペンは、アクティブペンが指として認識されるタイプでもよいし、ア
クティブペンとして認識されるタイプでもよい。後者のタイプは、アクティブペンである
ことを示す信号をタッチパネル層２へ送信するため、タッチパネル層２は、その信号に基
づいて、アクティブペンと、それ以外（素手の指、手袋をした指、パッシブペン、水滴な
ど）とを区別することができる。
【００２１】
　タッチパネル層２は、図２に示すように、送信電極１０１と受信電極１０２を備え、こ
れらが板状の誘電体１００の下面に離間して配置される。送信電極１０１には、送信信号
に基づく駆動パルスが印加される。送信電極１０１に駆動パルスが印加されることで送信
電極１０１から電界が発生し、この電界中に指が入った場合に、送信電極１０１と受信電
極１０２の間の電気力線の数が減少し、その数の変化が受信電極１０２における電荷の変
化として現れる。
【００２２】
　そして、タッチパネル層２は、受信電極１０２における電荷の変化に応じた受信信号に
基づいて、指示体の数（例えば、指の本数）、指示体により指示された表示部４における
二次元座標（ｘ，ｙ）、タッチパネル表面と指との間の垂直距離（ｚ）を検出する。なお
、ここで説明した検出処理は、タッチパネル層２に含まれるタッチパネル用制御部（図示
せず）において行われる。そして、タッチパネル層２は、指示体の数、二次元座標、垂直
距離を示す情報（以下、座標情報という）を制御部６へ出力する。
【００２３】
　また、タッチパネル層２は、アクティブペンから、指示体がアクティブペンであること
を示す信号を受け取った場合、その旨を示す情報も上記座標情報に含めて制御部６へ出力
する。
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【００２４】
　上記垂直距離（ｚ）は、図３に示すように、タッチパネル層２のタッチパネル表面と指
７０との間の距離をいう。指７０は、素手の指である。この垂直距離（ｚ）が所定値以下
の場合、タッチパネル層２は、二次元座標（ｘ，ｙ）座標を検出することができる。なお
、図３では図示を省略しているが、タッチパネル表面には、タッチパネル層２を保護する
ためのガラス１１（図６等参照。透明部材の一例）が備えられている。ガラス１１は、表
示部４の表示を透過する。
【００２５】
　押圧センサ３（押圧検出部の一例）は、ガラス１１の歪みを検出し、検出した歪みの量
を示す信号（以下、歪み量情報という）を制御部６へ出力する。ガラス１１の歪みは、指
示体の押圧によって発生し、水滴等の付着では発生しないとする。
【００２６】
　ここで、タッチパネル層２と押圧センサ３の配置を説明する。図４に示すように、電子
機器１は、直方体状の筐体１０を有する。図４において、この筐体１０の前面（正面）側
には、タッチパネル層２および押圧センサ３が配置されている。タッチパネル層２と押圧
センサ３は、平面視すると縦長長方形状（矩形状）に形成されており、筐体１０の前面の
面積より小さい面積である。図４では、押圧センサ３の面積は、タッチパネル層２の面積
よりも僅かに大きく形成されているが、小さくてもよい（図１４参照）。そして、タッチ
パネル層２は、押圧センサ３より前面側になるように、押圧センサ３に重ねて配置されて
いる。
【００２７】
　なお、図４では図示を省略しているが、タッチパネル層２の前面側（すなわち、タッチ
パネル表面）には、上述したように、タッチパネル層２を保護するためのガラス１１が備
えられている。また、押圧センサ３において、タッチパネル層２が重ねられた面の裏面に
は、平面視したときに縦長長方形状である表示部４が配置されている。
【００２８】
　表示部４は、筐体１０の内部に配置され、制御部６の指示に基づいて所定の情報を表示
する装置であり、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）４１およびバックライト４２を有す
る。なお、表示部４は、ＬＣＤ４１の代わりとして、有機ＥＬ（Electro Luminescence）
または電子ペーパ等のデバイスを有する構成であってもよい。
【００２９】
　表示部４は、タッチパネル層２で検出された二次元座標（ｘ，ｙ）に対応する表示とし
て、所定の画像（例えばポインタまたはアイコン等）を表示する。例えば、図５Ａに示す
ように二次元座標（ｘ１，ｙ１）が有効な座標の場合、図５Ｂに示すようにアイコン３０
が表示される。なお、図５Ｂにおいて、二次元座標（ｘ，ｙ）に対応してポインタを表示
させるようにしてもよい。この場合において、ポインタがアイコンと重なるときは、アイ
コンが選択可能状態となるようにしてもよい。さらに、指７０が所定の垂直距離（ｚ）以
下（ゼロも含む）にタッチパネル層２に近づいたときは、アイコンに対応する機能を起動
させるようにしてもよい。このようなポインタやアイコンの表示、および、アイコンに対
応する機能の起動は、制御部６の指示によって行われる。
【００３０】
　ここで、電子機器１における、タッチパネル層２、押圧センサ３、および表示部４の配
置例１について説明する。図６において、タッチパネル層２の前面側には、上述したとお
り、タッチパネル層２を保護するためのガラス１１が重ねて配置されている。ガラス１１
およびタッチパネル層２は、面状であり、かつ、可視光線において所定の透過率を有し、
表示部４の表示を透過する。また、ガラス１１の少なくとも一部は、筺体１０より露出す
るように配置され、その他の部分は筺体１０の内側に配置される。なお、ガラス１１は、
タッチパネル層２と一体化した構成であってもよい。
【００３１】
　また、図６において、タッチパネル層２において、ガラス１１が重ねられた面の裏面に
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は、上述したとおり、押圧センサ３が配置されている。また、上述したとおり、押圧セン
サ３において、タッチパネル層２が重ねられた面の裏面には、表示部４を構成するＬＣＤ
４１およびバックライト４２が順に配置されている。このように、表示部４の前面側に押
圧センサ３が重ねて配置されるため、押圧センサ３は、ガラス１１およびタッチパネル層
２と同様に、透明かつ可視光線を透過する透過性を有する必要がある。なお、押圧センサ
３は、タッチパネル層２と一体化した構成でもよい。
【００３２】
　なお、図６に示したタッチパネル層２と押圧センサ３の配置順は逆であってもよい。す
なわち、図７に示すように、押圧センサ３を、ガラス１１とタッチパネル層２の間に配置
するようにしてもよい。
【００３３】
　また、電子機器１における、タッチパネル層２、押圧センサ３、および表示部４の配置
例は、図６、図７に示した例に限定されない。その他の例（配置例２～１０）については
、後述する。
【００３４】
　図１の説明に戻る。記憶部５は、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）等の揮発
性メモリを有し、ユーザが電子機器１に対して各種設定を行った際、その設定を記憶する
。また、記憶部５は、例えば、後述する座標管理テーブル（図１０参照）を記憶する。
【００３５】
　制御部６は、電子機器１の各部を制御するものであり、ＣＰＵ（Central Processing U
nit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、およびインタ
フェース回路で構成される。ＲＯＭにはＣＰＵを制御するためのプログラムが記憶されて
おり、ＲＡＭはＣＰＵの動作時に演算領域として使用される。
【００３６】
　制御部６は、押圧センサ３から歪み量情報を受け取り、タッチパネル層２から座標情報
を受け取る。そして、制御部６は、歪み量情報または座標情報に基づいて、後述する処理
動作（例えば、図８、図１１、図１２参照）を行う。
【００３７】
　以上、本実施の形態に係る電子機器１の構成について説明した。
【００３８】
　次に、図８を参照して、制御部６が行う座標判定処理の具体例について説明する。座標
判定処理とは、座標情報に示される二次元座標を有効にするかまたは無効にするかを判定
する処理である。なお、ここでは水滴を例に挙げて説明するが、水に限らず、所定の導電
性を有する液体の液滴についても同様である。
【００３９】
　図８Ａに示すように、降雨などにより水滴８０がガラス１１に付着したとする。このと
き、タッチパネル層２は、水滴８０が付着した箇所の二次元座標（ｘ0，ｙ0）を示す座標
情報を制御部６へ出力する。また、押圧センサ３は、ガラス１１の歪み量がゼロである旨
を示す歪み量情報を制御部６へ出力する。制御部６は、歪み量がゼロである旨を示す歪み
量情報を受け取ったことで、座標情報に示される二次元座標（ｘ0，ｙ0）を有効化しない
。有効化とは、有効な座標として扱うことである。よって、二次元座標（ｘ0，ｙ0）に対
応する処理（例えば、表示部４における情報の表示等）は行われない。
【００４０】
　図８Ａに示したように水滴８０がガラス１１に付着した状態において、図８Ｂに示すよ
うに、ユーザが手袋７１をした指７０でガラス１１に触れてホバー操作を行ったとする。
このとき、タッチパネル層２は、出力中の二次元座標（ｘ0，ｙ0）に加えて、手袋７１が
接触した箇所の二次元座標（ｘ1，ｙ1）を示す座標情報を制御部６へ出力する。また、押
圧センサ３は、手袋７１での押圧によりガラス１１に生じた歪み量を示す歪み量情報を制
御部６へ出力する。制御部６は、歪み量情報に示される歪み量が予め定められた有効歪み
量を超えている場合、時間的に後に受け取った（最も新しく検出された）二次元座標（ｘ
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1，ｙ1）だけを有効化する。よって、二次元座標（ｘ１，ｙ１）に対応する処理が行われ
る。
【００４１】
　このようにすることで、タッチパネルに水滴等の導電体が続けて付着する状態において
、素手および手袋で操作されて押圧を検出した直前（最後）の二次元座標を有効にし、そ
れより前の二次元座標を有効にしないので、押圧直前である可能性が高い手および手袋の
操作をより確実に実行できるとともに、それより前である可能性が高い水滴等の付着を操
作であると誤検出することをより防ぐことができる。
【００４２】
　図８Ｂに示したようにガラス１１に水滴８０が付着しており、かつ、ユーザが手袋７１
をした指７０でガラス１１に触れてホバー操作を行った状態において、図８Ｃに示すよう
に、水滴８１がガラス１１に付着したとする。このとき、タッチパネル層２は、出力中の
二次元座標（ｘ0，ｙ0）および（ｘ1，ｙ1）を示す座標情報に加えて、水滴８１が付着し
た箇所の二次元座標（ｘ２，ｙ２）を示す座標情報を制御部６へ出力する。このとき、上
述したとおり、押圧センサ３は、手袋７１での押圧により生じた歪み量を示す歪み量情報
を制御部６へ出力中である。制御部６は、その歪み量情報を受け取ってはいるものの、既
に二次元座標（ｘ1，ｙ1）を有効化しているため、時間的に後に受け取った座標情報に示
される二次元座標（ｘ2，ｙ2）を有効化しない。よって、二次元座標（ｘ１，ｙ１）に対
応する処理は行われるが、二次元座標（ｘ2，ｙ2）に対応する処理は行われない。このよ
うに、有効化済みの二次元座標が既に存在している場合、制御部６は、押圧センサ３が歪
み有りを検出したとしても、新たな二次元座標の有効化を行わない。
【００４３】
　このようにすることで、タッチパネルに水滴等の導電体が続けて付着する状態で有効化
を継続する場合、有効化の後に判定された二次元座標は有効化しないことで、有効化の後
の水滴の付着を操作であると誤検出することを防ぐことができる。
【００４４】
　なお、図８において、水滴８０、８１の付着および手袋７１の接触による二次元座標は
、静止状態でもよいし、移動してもよい。また、制御部６は、一度有効化した二次元座標
について、リリースを検出するまで有効化を継続する。リリースとは、指示体がタッチパ
ネル層２から離れて垂直距離（ｚ）の値が予め定められた所定値以上になることである。
制御部６は、例えば、タッチパネル層２から受け取った座標情報に示される垂直距離（ｚ
）が所定値以上となった場合に、リリースを検出する。なお、二次元座標の有効化の継続
中において、押圧センサ３の制御部６へ出力される歪み量情報は、歪みがゼロである旨を
示す情報でもよいし、ゼロより大きい歪み量を示す情報でもよい。
【００４５】
　このようにして、制御部６は、タッチパネル層２により検出される垂直距離（ｚ）が所
定距離より小さい間は、二次元座標の有効化を継続する。すなわち、この垂直距離（ｚ）
が所定距離より大きくなった場合、制御部６は、当該有効化を中止する。これにより、押
圧センサ３の出力によらず、有効化を中止することができる。
【００４６】
　ユーザが指示体（例えば、指）で長押し操作をする場合や、フリック操作をする場合、
これら操作の終了時においてタッチパネル層２に対する押圧が徐々に小さくなる場合があ
る。その場合、押圧の緩やかな変化を検出することが不得手な押圧センサ３の出力だけで
は、これら操作の終了を判定することは困難である。しかし、上述したとおり、制御部６
は、押圧センサ３の出力によらず有効化を中止するので、これらの操作の終了を適切に判
定することができる。
【００４７】
　以上、座標判定処理の具体例について説明した。なお、座標判定処理の例は、上記に限
定されない。
【００４８】
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　次に、図９を参照して、座標の検出状態について説明する。図９は、座標の検出状態の
遷移例を示す図である。
【００４９】
　図９に示すように、座標の検出状態（Ｄ）としては、非検出状態（０）、判定中状態（
１）、有効状態（２）、無効状態（３）の４種類がある。
【００５０】
　非検出状態は、タッチパネル層２が二次元座標を検出していない状態である。この非検
出状態のときにタッチパネル層２がタッチ操作またはホバー操作の受付により二次元座標
を検出し、座標情報を制御部６へ出力した場合（図中のａ）、座標の検出状態は、非検出
状態から判定中状態に遷移する。そして、制御部６は、座標の検出状態が判定中状態であ
る（Ｄ＝１）と認識する。
【００５１】
　判定中状態は、制御部６が座標判定処理を行っている状態である。この判定中状態のと
きに制御部６が二次元座標を有効にすると判定した場合（図中のｃ）、座標の検出状態は
、判定中状態から有効状態に遷移する。そして、制御部６は、座標の検出状態が有効状態
である（Ｄ＝２）と認識する。
【００５２】
　一方、判定中状態のときに制御部６が二次元座標を無効にすると判定した場合（図中の
ｄ）、座標の検出状態は、判定中状態から無効状態に遷移する。そして、制御部６は、座
標の検出状態が無効状態である（Ｄ＝３）と認識する。
【００５３】
　また、判定中状態のときに制御部６が指示体のリリースを検出した場合、座標の検出状
態は、判定中状態から非検出状態に遷移する（図中のｂ）。そして、制御部６は、座標の
検出状態が非検出状態である（Ｄ＝０）と認識する。
【００５４】
　ここで、さらに座標判定処理の具体例について説明する。
【００５５】
　例えば、判定中状態において、指示体がアクティブペンである場合（例えば、タッチパ
ネル層２からの座標情報に、指示体がアクティブペンであることを示す情報が含まれてい
る場合）、制御部６は、座標情報に示される二次元座標を有効にすると判定する。
【００５６】
　また、例えば、判定中状態において、有効であると判定した二次元座標が存在せず、か
つ、指示体がアクティブペン以外であり（例えば、タッチパネル層２からの座標情報に、
指示体がアクティブペンであることを示す情報が含まれておらず）、かつ、指示体が検出
された後の所定時間内に有効歪み量を超えた歪み量を示す歪み量情報を押圧センサ３から
受け取った場合、制御部６は、座標情報に示される二次元座標を有効にすると判定する。
【００５７】
　一方、例えば、判定中状態において、有効であると判定した二次元座標が存在する場合
、制御部６は、その二次元座標を無効にすると判定する。
【００５８】
　また、例えば、判定中状態において、検出はされたものの有効にされずに所定時間が経
過した二次元座標が存在する場合、制御部６は、その二次元座標を無効にすると判定する
。
【００５９】
　また、例えば、後述の有効状態において、アクティブペン以外により指示された二次元
座標が有効にされているときに、アクティブペンにより指示された二次元座標が検出され
た場合、制御部６は、有効にしていた二次元座標を無効にすると判定する。
【００６０】
　以上、座標判定処理の具体例について説明した。図９の説明に戻る。
【００６１】



(10) JP 2017-199067 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

　有効状態は、二次元座標が有効にされている状態である。この有効状態のときに制御部
６が指示体のリリースを検出した場合（図中のｅ）、座標の検出状態は、有効状態から非
検出状態に遷移する。そして、制御部６は、座標の検出状態が非検出状態である（Ｄ＝０
）と認識する。
【００６２】
　また、有効状態のときに制御部６が二次元座標を無効にすると判定した場合（図中のｆ
）、座標の検出状態は、有効状態から無効状態に遷移する。そして、制御部６は、座標の
検出状態が無効状態である（Ｄ＝３）と認識する。
【００６３】
　無効状態は、二次元座標が無効にされている状態である。この無効状態のときに制御部
６が指示体のリリースを検出した場合（図中のｇ）、座標の検出状態は、無効状態から非
検出状態に遷移する。そして、制御部６は、座標の検出状態が非検出状態である（Ｄ＝０
）と認識する。
【００６４】
　以上、座標の検出状態について説明した。
【００６５】
　次に、指示体の検出状態について説明する。
【００６６】
　指示体の検出状態（Ｐ）としては、非検出状態（０）、アクティブペン以外検出状態（
１）、アクティブペン検出状態（２）の３種類がある。
【００６７】
　非検出状態（０）は、指示体が検出されていない状態である。アクティブペン以外検出
状態（１）は、指示体としてアクティブペン以外（例えば、素手の指、手袋をした指、パ
ッシブペン、水滴等）が検出されている状態である。アクティブペン検出状態（２）は、
指示体としてアクティブペンが検出されている状態である。
【００６８】
　例えば、制御部６は、タッチパネル層２から座標情報を受け取っていない場合、指示体
の検出状態が非検出状態である（Ｐ＝０）と認識する。また、例えば、制御部６は、タッ
チパネル層２から受け取った座標情報に、指示体がアクティブペンであることを示す情報
が含まれていない場合、指示体の検出状態がアクティブペン以外検出状態である（Ｐ＝１
）と認識する。また、例えば、制御部６は、タッチパネル層２から受け取った座標情報に
、指示体がアクティブペンであることを示す情報が含まれている場合、指示体の検出状態
がアクティブペン検出状態である（Ｐ＝２）と認識する。
【００６９】
　以上、指示体の検出状態について説明した。
【００７０】
　上述のようにして認識された座標の検出状態（Ｄ）および指示体の検出状態（Ｐ）は、
制御部６によって座標管理テーブルに記録される。図１０は、座標管理テーブルの一例を
示す図である。座標管理テーブルは、例えば、記憶部５に記憶される。
【００７１】
　図１０において、ｉは、管理対象の二次元座標の通し番号である。ここでは例として、
１～１０としている。座標管理テーブルでは、この通し番号ごとに、後述するＤ、Ｐ、Ｔ
、Ｘ、Ｙ、Ｚが記録される。
【００７２】
　また、図１０において、Ｄは、制御部６が認識した座標の検出状態であり、Ｐは、制御
部６が認識した指示体の検出状態である。
【００７３】
　また、図１０において、Ｔは、二次元座標が検出されてから経過した時間（以下、検出
後経過時間という）である。検出後経過時間の単位は、例えば秒（ｓ）である。例えば、
制御部６は、タッチパネル層２から受け取った座標情報に示される二次元座標が初めて検
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出されたものである場合、検出後経過時間のカウントを開始する。このカウントの開始に
より、図１０に示したＴの値は、随時更新される。
【００７４】
　また、図１０において、Ｘは、制御部６が受け取った座標情報に示される二次元座標の
ｘ座標である。Ｙは、制御部６が受け取った座標情報に示される二次元座標のｙ座標であ
る。Ｚは、制御部６が受け取った座標情報に示される垂直距離（ｚ）である。
【００７５】
　以上、座標管理テーブルの一例について説明した。
【００７６】
　次に、電子機器１の動作例について、図１１を用いて説明する。図１１は、電子機器１
の動作例を示すフロー図である。
【００７７】
　本動作例は、例えば、ｉ＝１～１０のそれぞれに対して行われるが、必ずしも１～１０
の順で行われる必要はない。また、本動作例は、タッチパネル層２においてタッチ操作ま
たはホバー操作が検出され、制御部６がタッチパネル層２から座標情報を受け取った場合
に開始される。
【００７８】
　まず、制御部６は、座標の検出状態が無効状態（Ｄ＝３）であるか否かを判定する（ス
テップＳ１０１）。Ｄ＝３である場合（ステップＳ１０１：ＹＥＳ）、フローは、後述の
ステップＳ１１７へ進む。
【００７９】
　一方、Ｄ＝３ではない場合（ステップＳ１０１：ＮＯ）、制御部６は、指示体を特定す
る（ステップＳ１０２）。ここでは例として、制御部６は、指示体がアクティブペンであ
るかまたはアクティブペン以外であるかを特定する。
【００８０】
　例えば、座標情報に指示体がアクティブペンであることを示す情報が含まれていれば、
制御部６は指示体がアクティブペンであると判定する（ステップＳ１０３：ＹＥＳ）。こ
の場合、フローは、後述のステップＳ１１１へ進む。
【００８１】
　一方、例えば、座標情報に指示体がアクティブペンであることを示す情報が含まれてい
なければ、制御部６は指示体がアクティブペン以外であると判定する（ステップＳ１０３
：ＮＯ）。この場合、フローは、ステップＳ１０４へ進む。
【００８２】
　指示体がアクティブペン以外である場合（ステップＳ１０３：ＮＯ）、制御部６は、座
標情報に示される二次元座標（以下、単に「座標」という）が初めて検出されたものであ
るか否かを判定する（ステップＳ１０４）。換言すれば、制御部６は、座標情報に示され
る座標が非検出状態（Ｄ＝０）であったか否かを判定する。
【００８３】
　ステップＳ１０４の判定の結果、座標が初めて検出されたものではない場合（ステップ
Ｓ１０４：ＮＯ）、フローは、後述のステップＳ１０９へ進む。
【００８４】
　ステップＳ１０４の判定の結果、座標が初めて検出されたものである場合（ステップＳ
１０４：ＹＥＳ）、制御部６は、検出後経過時間をゼロ（Ｔ＝０）、座標の検出状態を判
定中状態（Ｄ＝１）、指示体の検出状態をアクティブペン以外検出状態（Ｐ＝１）に設定
する（ステップＳ１０５）。設定された各値は、座標管理テーブルに記録される（以下、
同じ）。また、制御部６は、検出後経過時間Ｔのカウントを開始する。カウントされた値
も、座標管理テーブルに記録される。
【００８５】
　次に、制御部６は、歪み量情報に示される、歪み検出状態（押圧センサ３によって検出
されたガラス１１の歪み量）を確認する（ステップＳ１０６）。
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【００８６】
　ステップＳ１０６の確認の結果、押圧センサ３によって検出された歪み量が有効歪み量
を超えていない場合（ステップＳ１０７：ＮＯ）、フローは、ステップＳ１０１へ戻る。
【００８７】
　一方、ステップＳ１０６の確認の結果、押圧センサ３によって検出された歪み量が有効
歪み量を超えている場合（ステップＳ１０７：ＹＥＳ）、制御部６は、最後に判定した座
標を有効化し、座標の検出状態を有効状態（Ｄ＝２）に設定する（ステップＳ１０８）。
その後、フローは、後述のステップＳ１１２へ進む。なお、上記「最後に判定した座標」
とは、換言すれば、検出後経過時間Ｔが最も小さい座標、または、タッチパネル層２によ
り最も新しく検出された座標である。
【００８８】
　ステップＳ１０４の判定の結果、座標が初めて検出されたものではない場合（ステップ
Ｓ１０４：ＮＯ）、制御部６は、座標の検出状態が判定中状態（Ｄ＝１）であり、かつ、
検出後経過時間Ｔが予め定められた指定時間（例えば、１～２秒）以下であるか否かを判
定する（ステップＳ１０９）。
【００８９】
　ステップＳ１０９の判定の結果、Ｄ＝１であり、かつ、検出後経過時間Ｔが指定時間以
下である場合（ステップＳ１０９：ＹＥＳ）、フローは、ステップＳ１０６へ進む。
【００９０】
　ステップＳ１０９の判定の結果、Ｄ＝１であり、かつ、検出後経過時間Ｔが指定時間以
下ではない場合（ステップＳ１０９：ＮＯ）、制御部６は、座標の検出状態を無効状態（
Ｄ＝３）に設定する（ステップＳ１１０）。その後、フローは、ステップＳ１０１へ戻る
。
【００９１】
　指示体がアクティブペンである場合（ステップＳ１０３：ＹＥＳ）、制御部６は、座標
情報に示される座標を有効化し、座標の検出状態を有効状態（Ｄ＝２）、指示体の検出状
態をアクティブペン検出状態（Ｐ＝２）に設定する（ステップＳ１１１）。
【００９２】
　ステップＳ１０８、Ｓ１１１の次に、制御部６は、有効化した座標（以下、有効化座標
という）の追跡を開始する（ステップＳ１１２）。
【００９３】
　有効化座標の追跡を開始した後、その有効化座標（指示体と言い換えてもよい）のリリ
ースを検出した場合（ステップＳ１１３：ＹＥＳ）、制御部６は、座標の検出状態を非検
出状態（Ｄ＝０）に設定する（ステップＳ１１６）。
【００９４】
　一方、有効化座標の追跡を開始した後、その有効化座標のリリースを検出しない場合（
ステップＳ１１３：ＮＯ）、制御部６は、追跡中の有効化座標に係る指示体の検出状態が
アクティブペン以外検出状態（Ｐ＝１）であり、かつ、新たにアクティブペン（によって
指示された座標）が検出されたか否かを判定する（ステップＳ１１４）。
【００９５】
　ステップＳ１１４の判定の結果、Ｐ＝１であり、かつ、新たにアクティブペンが検出さ
れていない場合（ステップＳ１１４：ＮＯ）、フローは、ステップＳ１１３へ戻る。
【００９６】
　一方、ステップＳ１１４の判定の結果、Ｐ＝１であり、かつ、新たにアクティブペンが
検出された場合（ステップＳ１１４：ＹＥＳ）、制御部６は、追跡中の有効化座標を無効
化し、座標の検出状態を無効状態（Ｄ＝３）に設定する（ステップＳ１１５）。その後、
フローは、ステップＳ１１１へ戻る。
【００９７】
　すなわち、アクティブペン以外により指示された座標を有効化して追跡しているときに
新たにアクティブペンにより指示された座標が検出された場合、アクティブペン以外によ
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り指示された座標は無効となり、新たにアクティブペンにより指示された座標が有効とな
る。
【００９８】
　ステップＳ１０１においてＤ＝３であると判定した場合（ステップＳ１０１：ＹＥＳ）
、または、ステップＳ１１６においてＤ＝０に設定した後、制御部６は、全ての有効化座
標のリリースを検出したか否かを判定する（ステップＳ１１７）。
【００９９】
　ステップＳ１１７の判定の結果、全ての有効化座標のリリースを検出していない場合（
ステップＳ１１７：ＮＯ）、フローは、ステップＳ１０１へ戻る。
【０１００】
　一方、ステップＳ１１７の判定の結果、全ての有効化座標のリリースを検出した場合（
ステップＳ１１７：ＹＥＳ）、制御部６は、座標管理テーブルの初期化を行う（ステップ
Ｓ１１８）。例えば、制御部６は、図１０に示した座標管理テーブルの全ての通し番号（
ｉ＝１～１０）に記録されている値（Ｄ、Ｐ、Ｔ、Ｘ、Ｙ、Ｚ）をゼロにする。
【０１０１】
　上記初期化により、一連の処理は終了する。なお、上記初期化は、ステップＳ１０１の
前に行われてもよい。
【０１０２】
　以上、電子機器１の動作例について説明した。
【０１０３】
　このように本実施の形態に係る電子機器１によれば、指示体がアクティブペン以外であ
る場合、タッチパネル表面に水滴等の導電体が続けて付着する状態において、素手および
手袋で操作されて押圧を検出した直前（最後）の座標を有効にし、それより前の座標を有
効にしないので、押圧直前である可能性が高い手および手袋の操作をより確実に実行でき
るとともに、それより前である可能性が高い水滴等の付着を操作であると誤検出すること
をより防ぐことができる。また、指示体がアクティブペンである場合、ガラス１１の歪み
の検出結果に関わらず、アクティブペンによって指示された座標を有効にするため、アク
ティブペンの操作性の低下を防ぐことができる。
【０１０４】
　また、本実施の形態に係る電子機器１によれば、アクティブペン以外により指示された
座標を有効化して追跡しているときに新たにアクティブペンにより指示された座標が検出
された場合、アクティブペンによって指示された座標を優先して有効化するので、アクテ
ィブペンの操作性の低下を防ぐことができる。
【０１０５】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。以下、変形例
について説明する。
【０１０６】
　＜変形例１＞
　上記実施の形態では、電子機器１の動作例を図１１のフロー図を用いて説明したが、電
子機器１の動作例は、図１２に示す動作の流れであってもよい。図１２では、図１１のス
テップＳ１０７の代わりに、ステップＳ２０７が行われる点が図１１と異なる。
【０１０７】
　ステップＳ２０７において、制御部６は、押圧センサ３によって検出された歪み量が有
効歪み量を超えており、かつ、アクティブペンにより指示された有効化座標のリリースを
検出してから指定時間以上が経過したか否かを判定する。ここでの指定時間は、例えば、
図１１のステップＳ１０９で説明した指定時間と同様である。
【０１０８】
　ステップＳ２０７の判定の結果がＮＯである場合、フローはステップＳ１０１へ戻り、
ステップＳ２０７の判定の結果がＹＥＳである場合、フローはステップＳ１０８へ進む。



(14) JP 2017-199067 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

【０１０９】
　すなわち、制御部６は、アクティブペンによって指示された座標を有効にした後で、ア
クティブペン以外によって指示された座標が検出された場合、前者の座標のリリースを検
出してから指定時間以上が経過し、かつ、押圧センサ３により有効歪み量以上の歪み量が
検出されたときに、後者の座標を有効にする。
【０１１０】
　例えば、アクティブペンの操作中にタッチパネル表面に指等が触れていた場合、アクテ
ィブペンのリリースが検出された直後に指等によって指示された座標を有効にすると、操
作者が意図しない動作が発生しうるが、図１２に示した動作例によれば、そのような動作
を防ぐことができる。
【０１１１】
　＜変形例２＞
　また、上記実施の形態では、図６、図７を用いて、タッチパネル層２、押圧センサ３、
および表示部４の配置例１について説明したが、配置例はそれに限定されない。以下、配
置例１以外の配置例２～１０について、それぞれ、図面を参照して説明する。
【０１１２】
　図１３は、配置例２を示す電子機器１の側断面図である。図１３に示すように、ガラス
１１の下には、タッチパネル層２、表示部４（ＬＣＤ４１およびバックライト４２）、押
子（プランジャ）２１、押圧センサ３、伸縮部材２２が、この順で配置されている。
【０１１３】
　図１３において、押子２１は、バックライト４２と押圧センサ３の間に配置されている
。押子２１の一端はバックライト４２の一面に接触しており、押子２１のもう一端は押圧
センサ３の一面に固定されている。筐体１０の枠組み部分１２（筐体１０の一部分の例）
には、窪み部２３が形成されている。窪み部２３には伸縮部材２２が立設しており、その
一端は窪み部２３の底面に固定されており、もう一端は押圧センサ３の一面（押子２１が
固定されている面の裏面）に固定されている。また、押圧センサ３の両端は、枠組み部分
１２に固定されている。
【０１１４】
　図１３の構成において、ユーザの指（素手または手袋をした手）の接触によってガラス
１１に圧力が加えられると、押子２１が押圧センサ３を下方向（窪み部２３の方向）へ押
し下げる。このとき、押圧センサ３に対する圧力を吸収するように、伸縮部材２２は縮む
。ユーザの指がガラス１１から離れ、ガラス１１に対する圧力が無くなると、伸縮部材２
２は伸びて元の長さに戻る。これにより、押圧センサ３は上方向（バックライト４２の方
向）へ押し上げられる。
【０１１５】
　図１３に示す押圧センサ３の電子機器１における配置位置の例を図１４に示す。図１４
Ａ、図１４Ｂ、図１４Ｃは、それそれ、電子機器１の筐体１０の前面（正面）において、
押圧センサ３がどこに配置されているかを示している。なお、押圧センサ３は、矩形状で
はあるが、図４、図５に示す押圧センサ３の面積よりもかなり小さいとする。
【０１１６】
　図１４Ａは、押圧センサ３が筐体１０の中央に配置された例である。図１４Ａに示すよ
うに、押圧センサ３は、その長辺が筐体１０の短辺と平行となるように配置されている。
図１４Ｂは、押圧センサ３が筐体１０の中央に配置された例である。図１４Ｂに示すよう
に、押圧センサ３は、その長辺が筐体１０の長辺と平行となるように配置されている。図
１４Ｃは、２つの押圧センサ３がそれぞれ筐体１０の短辺近傍に配置された例である。図
１４Ｃに示すように、２つの押圧センサ３は、それぞれ、その長辺が筐体１０の短辺と平
行となるように配置されている。
【０１１７】
　図１４Ａ～Ｃの３つの例のうち、図１４Ａに示す押圧センサ３の配置が、最も歪みを検
出でき、かつ、低コストである。なお、押圧センサ３の配置位置および数は、図１４Ａ～
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Ｃに示す例に限定されない。例えば、筐体１０の４辺全てに沿うように、４つの押圧セン
サ３を配置してもよい。
【０１１８】
　図１５は、配置例３を示す電子機器１の側断面図である。図１５に示すように、タッチ
パネル層２はガラス１１の下面側に配置され、タッチパネル層２の下面側の周部に押圧セ
ンサ３が配置される。また、タッチパネル層２の下面側かつ押圧センサ３から離間した位
置に、表示部４としてＬＣＤ４１およびバックライト４２が配置される。ＬＣＤ４１は、
タッチパネル層２に向けて配置される。
【０１１９】
　図１６は、配置例４を示す電子機器１の側断面図である。図１６に示すように、タッチ
パネル層２は、ガラス１１の下面側に嵌め込まれて配置される。すなわち、ガラス１１と
タッチパネル層２が一体となっている。押圧センサ３は、ガラス１１とタッチパネル層２
の下面側において、それらに跨って配置される。なお、表示部４は、図１５に示す配置例
３と同様に配置される。
【０１２０】
　図１７は、配置例５を示す電子機器１の側断面図である。図１７に示す配置例５は、図
１５に示す配置例３と基本的に同じである。異なる点は、タッチパネル層２と、表示部４
のＬＣＤ４１とが一定距離をおいて配置されている点である。
【０１２１】
　図１８は、配置例６を示す電子機器１の側断面図である。図１８に示すように、押圧セ
ンサ３はガラス１１の下面側の周部に配置される。タッチパネル層２は、ガラス１１の下
方かつガラス１１から一定距離おいた位置に配置される。なお、表示部４は、図１５に示
す配置例３と同様に配置される。
【０１２２】
　図１７の配置例５、図１８の配置例６の場合、表示部４とガラス１１とを離す（例：５
ｍｍ～１５ｍｍ）ことができる。例えば、ガラス１１に若干の凹凸や、若干の曲率を有す
る場合で、表示部４が硬くガラス１１の凹凸等との接触を避けたい場合等に有効である。
または、冷蔵庫の側面（例えば、扉など）の内部に表示部４を配置し、表示部４に対応し
た位置の側面に若干の曲率を有するガラス１１を配置することもできる。または、大画面
（例えば、５０型）の表示部４を、ショーウインドウの中に配置し、ショーウインドウの
ガラス（建物に付属するガラス）を、ガラス１１とすることもできる。
【０１２３】
　図１９は、配置例７を示す電子機器１の側断面図である。図１９に示す配置例７は、図
１８に示す配置例６と基本的に同じである。異なる点は、タッチパネル層２と、ガラス１
１とが一定距離をおかずに配置されている点である。
【０１２４】
　図２０は、配置例８を示す電子機器１の側断面図である。図２０に示す配置例８は、図
１５に示す配置例３と基本的に同じである。異なる点は、押圧センサ３が、タッチパネル
層２の下面側ではなく、バックライト４２の下面側に配置されている点である。なお、押
圧センサ３は、ＬＣＤ４１またはバックライト４２のいずれかの上面側、ＬＣＤ４１また
はバックライト４２のいずれかの側面側、ＬＣＤ４１またはバックライト４２のいずれか
の内部に配置されてもよい。
【０１２５】
　図２１は、配置例９を示す電子機器１の側断面図である。図２１に示すように、表示部
４は、少なくとも面状の透明部材４１ａと、透明部材４１ａと重ねて配置された透明部材
４１ｂとを含むものとし、透明部材４１ａと透明部材４１ｂの間に液晶が挟まれる。
【０１２６】
　また、図２１に示すように、透明部材４１ａはタッチパネル層２の下面側に配置され、
透明部材４１ｂは透明部材４１ａの下面側に配置される。また、透明部材４１ｂの一部は
、表示部４の端部４１ｂｂにおいて、透明部材４１ａより外側に突出している。押圧セン
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サ３は、タッチパネル層２の下面側において、透明部材４１ｂの突出した端部４１ｂｂに
対応した部分に配置される。
【０１２７】
　この配置例９によれば、押圧センサ３を透明部材４１ｂの突出した端部４１ｂｂに対応
した部分に配置するので、押圧センサ３を配置するための新たなスペースが必要なく、電
子機器１内のスペースを効率よく利用することができる。
【０１２８】
　図２２は、配置例１０を示す電子機器１の側断面図である。図２２に示す配置例１０は
、図２１に示す配置例９と基本的に同じである。異なる点は、バックライト４２を備えな
い点である。よって、この場合、表示部４は、バックライトを必要とせずに画像表示を行
うことができる構成（例えば、有機ＥＬ（electroluminescence））である。
【０１２９】
　この配置例１０は、上記配置例９と同様に、押圧センサ３を透明部材４１ｂの突出した
端部４１ｂｂに対応した部分に配置するので、押圧センサ３を配置するための新たなスペ
ースが必要なく、電子機器１内のスペースを効率よく利用することができる。
【０１３０】
　以上、配置例２～１０について説明した。
【０１３１】
　＜変形例３＞
　本実施の形態の電子機器１において、タッチパネル層２が二次元座標を判定していると
きに押圧センサ３が歪みを検出しない場合、制御部６がタッチパネル表面に水滴等の導電
体が付着したと判定することも可能である。この場合、例えば、制御部６は、判定結果を
示す表示を表示部４に表示するように制御してもよい。
【０１３２】
　＜変形例４＞
　また、図１１および／または図１２のフロー図に示す動作を電子機器１に実行させるプ
ログラムは、制御部６のＲＯＭ（図示せず）に保存されてもよいし、電子機器１の外部の
記憶部に保存されてもよい。電子機器１の外部の記憶部の例としては、磁気ディスク、光
ディスク、光磁気ディスク、フラッシュメモリ等の記憶媒体、または、インターネット等
のネットワーク上のサーバなどが挙げられる。
【０１３３】
　＜変形例５＞
　また、本実施の形態の電子機器１は、スマートフォン、タブレットといった携帯端末に
適用されるとしたが、携帯端末に限定されない。電子機器１は、例えば、家電（例えば、
電子レンジ、冷蔵庫等）、カーナビゲーションシステム、ＨＥＭＳ（Home Energy Manage
ment System）、ＢＥＭＳ（Building Energy Management System）等にも適用可能である
。
【０１３４】
　以上、変形例について説明した。上記変形例は、適宜組み合わせてもよい。
【０１３５】
　上述した実施の形態に係る電子機器１等については、以下のように捉えることも可能で
ある。
【０１３６】
　（１－１）
　筐体と、前記筐体内に配置され、所定の情報を表示する表示部と、前記表示部の表示を
透過するとともに、表面から所定距離離れた指示体によって指示された座標を検出する静
電容量方式のタッチパネル部と、前記タッチパネル部を保護するとともに、前記表示部の
表示を透過する透明部材と、前記透明部材の歪みを検出する押圧検出部と、前記タッチパ
ネル部により検出された座標を有効または無効にする制御部と、を有する電子機器であっ
て、前記制御部は、前記指示体がアクティブペンである場合、前記タッチパネル部により
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検出された座標を有効にし、前記指示体がアクティブペン以外である場合、前記押圧検出
部により所定量の歪みが検出されたときに、前記タッチパネル部により最も新しく検出さ
れた座標を有効にする、電子機器。
【０１３７】
　（１－１）の電子機器によれば、指示体がアクティブペン以外（例えば、素手、手袋、
パッシブペン等）である場合、タッチパネル表面に水滴等の導電体が続けて付着する状態
において、素手等で操作されて押圧を検出した直前（最後）の座標を有効にし、それより
前の座標を有効にしないので、押圧直前である可能性が高い手および手袋の操作をより確
実に実行できるとともに、それより前である可能性が高い水滴等の付着を操作であると誤
検出することをより防ぐことができる。また、（１－１）の電子機器によれば、指示体が
アクティブペンである場合、透明部材の歪みの検出結果に関わらず、アクティブペンによ
って指示された座標を有効にするため、アクティブペンの操作性の低下を防ぐことができ
る。
【０１３８】
　（１－２）
　（１－１）に記載の電子機器において、前記制御部は、アクティブペン以外によって指
示された第１の座標を有効にしてから前記第１の座標のリリースを検出するまでに、新た
にアクティブペンによって指示された第２の座標が検出された場合、前記第１の座標を無
効にし、前記第２の座標を有効にする。
【０１３９】
　（１－２）の電子機器によれば、アクティブペンによって指示された座標が優先して有
効化されるので、アクティブペンの操作性の低下を防ぐことができる。
【０１４０】
　（１－３）
　（１－１）または（１－２）に記載の電子機器において、前記制御部は、アクティブペ
ンによって指示された第３の座標を有効にした後で、アクティブペン以外によって指示さ
れた第４の座標が検出された場合、前記第３の座標のリリースを検出してから所定時間以
上が経過し、かつ、前記押圧検出部により所定量の歪みが検出されたときに、前記第４の
座標を有効にする。
【０１４１】
　例えば、アクティブペンの操作中にタッチパネル表面に指等が触れていた場合、アクテ
ィブペンのリリースが検出された直後に指等によって指示された座標を有効にすると、操
作者が意図しない動作が発生しうるが、（１－３）の電子機器によれば、そのような動作
を防ぐことができる。
【０１４２】
　（１－４）
　筐体と、前記筐体内に配置され、所定の情報を表示する表示部と、前記表示部の表示を
透過するとともに、表面から所定距離離れた指示体によって指示された座標を検出する静
電容量方式のタッチパネル部と、前記タッチパネル部を保護するとともに、前記表示部の
表示を透過する透明部材と、前記透明部材の歪みを検出する押圧検出部と、前記タッチパ
ネル部により検出された座標を有効または無効にする制御部と、を有する電子機器に利用
可能な座標検出方法であって、前記指示体がアクティブペンである場合、前記タッチパネ
ル部により検出された座標を有効にし、前記指示体がアクティブペン以外である場合、前
記押圧検出部により所定量の歪みが検出されたときに、前記タッチパネル部により最も新
しく検出された座標を有効にする、座標検出方法。
【０１４３】
　（１－４）の座標検出方法によれば、指示体がアクティブペン以外（例えば、素手、手
袋、パッシブペン等）である場合、タッチパネルに水滴等の導電体が続けて付着する状態
において、素手等で操作されて押圧を検出した直前（最後）の座標を有効にし、それより
前の座標を有効にしないので、押圧直前である可能性が高い手および手袋の操作をより確
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検出することをより防ぐことができる。また、（１－４）の座標検出方法によれば、指示
体がアクティブペンである場合、透明部材の歪みの検出結果に関わらず、アクティブペン
によって指示された座標を有効にするため、アクティブペンの操作性の低下を防ぐことが
できる。
【産業上の利用可能性】
【０１４４】
　本発明は、静電容量方式のタッチパネルを用いた技術（例えば、装置、システム、方法
、プログラムなど）に有用である。
【符号の説明】
【０１４５】
　１　電子機器
　２　タッチパネル層
　３　押圧センサ
　４　表示部
　５　記憶部
　６　制御部
　１０　筐体
　１１　ガラス
　１２　枠組み部分
　２１　押子（プランジャ）
　２２　伸縮部材
　２３　窪み部
　３０　アイコン
　４１　ＬＣＤ
　４１ａ、４１ｂ　透明部材
　４１ｂｂ　端部
　４２　バックライト
　７０　指
　７１　手袋
　８０、８１　水滴
　１００　板状の誘電体
　１０１　送信電極
　１０２　受信電極
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